
令和６年８月現在 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

7-2-1 

個人情報ファイルの名称 確認申請等処理台帳 

行政機関等の名称 多治見市長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

都市計画部開発指導課 

個人情報ファイルの利用目的 

建築基準法に基づく確認申請等の状況把握をするため

に利用する。 

建築計画概要書等の閲覧等に利用する。 

記録項目 

１申請年度、２建築物・工作物・設備等の種別、３確

認区分、４市受理日、５市受理番号、６確認済交付機

関（指定確認検査機関等）、７確認済証番号、８確認

済交付日、９検査済交付機関（指定確認検査機関

等）、10検査済証番号、11検査済交付日、12建築主・

設置者・築造主、13設計者、14監理者、15建築場所・

設置場所・築造場所、16敷地面積、17工事種別、18主

要用途、19建築面積、20延べ面積、21建築物の数、22

最高の高さ、23階数、24構造、25工事着手予定日、26

工事完了予定日 

記録範囲 

多治見市で建築基準法に基づく確認申請書及び工事完

了届を提出したもの 

※ただし、平成13年度以降かつ同法第97条の２に定め

る限定特定行政庁の権限による事務に限る 

記録情報の収集方法 

１．建築主等から申請される確認申請書及び工事完了

届 

２．指定確認検査機関からの報告 
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要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）多治見市都市計画部開発指導課 

（所在地）〒507-8703 多治見市日ノ出町２丁目15番 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概
要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 

備   考 － 

  



令和６年８月現在 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

7-2-2 

個人情報ファイルの名称 長期優良住宅認定台帳 

行政機関等の名称 多治見市長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

都市計画部開発指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
長期優良住宅に係る認定状況の把握 

長期優良住宅の維持保全状況等の報告書に関する事務 

記録項目 

１申請年月日、２受付番号、３申請者の氏名、４申請

者の住所、５建築物に関する事項、６定期点検実施予

定者、７建築工事着手予定日、８建築工事完了予定

日、９確認証等交付者（登録住宅性能評価機関）、10

認定通知書番号、11認定年月日、12完了報告受付年月

日、13完了年月日 

 

記録範囲 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定

申請書及び工事完了報告書を提出した者（平成21年6月

4日以降のもの） 

※ただし、平成13年度以降かつ建築基準法第97条の２

に定める限定特定行政庁の権限による事務に限る 

 

記録情報の収集方法 申請者等から申請される長期優良住宅認定申請書等 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 
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開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）多治見市都市計画部開発指導課 

（所在地）〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概
要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 

備   考 － 

 

  



令和６年８月現在 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

7-2-3 

個人情報ファイルの名称 木造住宅耐震診断申請台帳 

行政機関等の名称 多治見市長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

都市計画部開発指導課 

個人情報ファイルの利用目的 木造住宅耐震診断の申請状況の把握 

記録項目 

１受付年月日、２受付番号、３申請者の氏名、４申請

者の住所、５建物概要、６「誰でもできるわが家の耐

震診断」の評点、７診断の実施・不実施の別、８通知

番号、９通知年月日 

記録範囲 
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅を対象に、

申請書を提出した者（平成20年6月1日以降のもの） 

記録情報の収集方法 申請者等から申請される耐震診断申込書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）多治見市都市計画部開発指導課 

（所在地）〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概
要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 

備   考 － 

 

  



令和６年８月現在 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

7-2-4 

個人情報ファイルの名称 建設リサイクル法届出台帳 

行政機関等の名称 多治見市長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

都市計画部開発指導課 

個人情報ファイルの利用目的 建設リサイクル法の届出状況の把握 

記録項目 

１受付日、２受付番号、３発注者の氏名、４発注者の

住所、５建物概要、６工事予定開始日、７工事終了予

定日、８工事種別、９建物用途、10元請業者名、11元

請業者の住所、12請負・自主施工の別、13元請業者の

担当者、 

記録範囲 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づ

く届出書を提出した者（平成14年5月30日以降のもの） 

※ただし、平成13年度以降かつ建築基準法第97条の２

に定める限定特定行政庁の権限による事務に限る 

記録情報の収集方法 発注者等から届出される建設リサイクル法の届出書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）多治見市都市計画部開発指導課 

（所在地）〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 
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訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概
要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 

備   考 

ファイルの種別 

・H14～H17年度：法第60条第2項第2号（紙） 

・H18年度以降：法第60条第2項第1号（電子） 

 

  



令和６年８月現在 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

7-2-5 

個人情報ファイルの名称 宅地造成等規制法第8条の宅造許可台帳 

行政機関等の名称 多治見市長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

都市計画部開発指導課 

個人情報ファイルの利用目的 宅地造成等規制法第8条に基づく宅造許可の交付 

記録項目 

1申請者住所・氏名、2設計者住所・氏名、3施行者住

所・氏名、4申請地番、5申請面積、6切土盛土の面積・

堆積、7工事概要 

記録範囲 宅地造成等規制法第8条に基づく宅造許可をした者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）多治見市都市計画部開発指導課 

（所在地）〒507-8703 

     多治見市日ノ出町2丁目15番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

なし 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概
要 （実施無し） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施無し） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施無し） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 

備   考  

 

  



令和６年８月現在 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

7-2-6 

個人情報ファイルの名称 
宅地造成等規制法施行規則第30条に基づく適合証明交

付台帳 

行政機関等の名称 多治見市長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

都市計画部開発指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
宅地造成等規制法施行規則第30条に基づく適合証明の

交付 

記録項目 
1氏名、2住所、3申請地番、4申請面積、5予定建築物又

は工作物の概要 

記録範囲 
宅地造成等規制法施行規則第30条に基づく適合証明を

交付した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）多治見市都市計画部開発指導課 

（所在地）〒507-8703 

     多治見市日ノ出町2丁目15番地 
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訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概
要 （実施無し） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施無し） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施無し） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 

備   考  

 

 


